
目

次

担

当

課

（

室

）

発

行

岡

山

県

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

目

次

担

当

課

（

室

）

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

選

挙

権

を

有

す

る

者

の

総

数

の

五

十

分

の

一

の

選

挙

管

理

委

員

会

【

告

示

】

数

及

び

三

分

の

一

の

数

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

指

障

害

福

祉

課

【

公

安

委

員

会

】

定

○

駐

車

監

視

員

資

格

者

に

係

る

講

習

の

実

施

交

通

指

導

課

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

事

〃

【

正

誤

】

業

の

廃

止

○

期

末

手

当

及

び

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

人

事

委

員

会

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

事

〃

部

を

改

正

す

る

規

則

の

正

誤

業

の

廃

止

（

県

例

規

集

登

載

）

○

内

水

面

に

お

け

る

第

五

種

共

同

漁

業

の

免

許

を

水

産

課

受

け

た

者

の

定

め

る

遊

漁

規

則

の

変

更

の

認

可

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

〃

〃

○

土

地

改

良

施

設

の

管

理

規

程

の

変

更

の

認

可

耕

地

課

○

林

業

種

苗

法

に

基

づ

く

生

産

事

業

者

の

登

録

治

山

課

【

人

事

委

員

会

】

○

職

員

の

配

偶

者

同

行

休

業

に

関

す

る

規

則

の

一

人

事

委

員

会

部

を

改

正

す

る

規

則

○

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

及

び

休

暇

に

関

す

る

〃

岡

山

県

公

報

平成２８年１２月１６日 第１１８４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
四
十
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

）
）
。

、

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
指
定
年
月
日

杉
の
子
薬
局

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
下
加
茂
１
１
０
３
－
９

H
2
8
.
1
0
.
１

さ
い
と
う
歯
科
医
院

備
前
市
日
生
町
日
生
９
１
０

H
2
8
.
1
1
.
１

平成２８年１２月１６日　岡山県公報　第１１８４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ

た

）
）
。

っ

、

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
廃
止
年
月
日

杉
の
子
薬
局

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
下
加
茂
１
１
０
３
－
９

H
28
.
９
.
3
0

平成２８年１２月１６日　岡山県公報　第１１８４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

（
）

（
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の

（
）

）
。

、

。

届
出
が
あ

た
っ

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業
者

種
類

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

居
宅
介
護
事
業
者

有
限
会
社
北
遊
会

岡
山
市
北
区
下
足
守
１
９
０
２
－
１

杉
の
子
薬
局

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
下
加
茂
１
１
０
３

H
2
8
.
９
.
3
0

－
９

介
護
予
防
事
業
者

有
限
会
社
北
遊
会

岡
山
市
北
区
下
足
守
１
９
０
２
－
１

杉
の
子
薬
局

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
下
加
茂
１
１
０
３

H
2
8
.
９
.
3
0

－
９

平成２８年１２月１６日　岡山県公報　第１１８４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
十
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
内
水
面
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
の
免
許
を
受
け
た
者
の
定
め
る
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可

し
た
。平

成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名

称

加
茂
郷
漁
業
協
同
組
合

２

所
在
地

津
山
市
加
茂
町
桑
原
五
五

二

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
四
号

三

認
可
に
係
る
変
更
の
内
容

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
農
林
水
産
部
水
産
課
及
び
津
山
市
役

「

所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

四

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
五
日

平成２８年１２月１６日　岡山県公報　第１１８４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

四
八
二
号

三

道
路
の
区
域

区

域

新
旧

幅

員

延

長

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

真
庭
市
蒜
山
吉
田
字
ス
リ
バ
チ
五
三
三
番
四
地

先
か
ら

九
・
三
～

一
一
二
・
〇

真
庭
市
蒜
山
吉
田
字
坊
主
田
四
五
二
番
一
地
先

一
五
・
六

ま
で

真
庭
市
蒜
山
吉
田
字
ス
リ
バ
チ
五
三
三
番
四
地

新

先
か
ら

真
庭
市
蒜
山
吉
田
字
常
藤
森
ノ
元
五
三
四
番
一

一
〇
・
八
～

一
二
七
・
〇

を
経
て

一
二
・
七

真
庭
市
蒜
山
吉
田
字
坊
主
田
四
五
二
番
一
地
先

ま
で

真
庭
市
蒜
山
吉
田
字
ス
リ
バ
チ
五
三
三
番
四
地

先
か
ら

旧

九
・
三
～

一
一
二
・
〇

真
庭
市
蒜
山
吉
田
字
坊
主
田
四
五
二
番
一
地
先

一
五
・
六

ま
で

平成２８年１２月１６日　岡山県公報　第１１８４８号



一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

四
八
二
号

三

道
路
の
区
域

区

域

新
旧

幅

員

延

長

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
字
柳
添
六
九
〇
番
一
一
地

先
か
ら

新

一
二
・
〇
～

五
四
・
〇

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
字
柳
添
六
九
〇
番
二
地
先

一
四
・
〇

ま
で

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
字
柳
添
六
九
〇
番
一
一
地

先
か
ら

旧

九
・
〇
～

五
四
・
〇

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
字
柳
添
六
九
〇
番
二
地
先

九
・
六

ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

北
房
井
倉
哲
西
線

三

道
路
の
区
域

区

域

新
旧

幅

員

延

長

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新
見
市
法
曽
字
八
重
垣
三
四
六
〇
番
二
地
先
か

ら

新

八
・
〇
～

二
七
五
・
〇

新
見
市
法
曽
字
佐
中
平
三
四
八
一
番
一
地
先
ま

二
九
・
六

平成２８年１２月１６日　岡山県公報　第１１８４８号



で新
見
市
法
曽
字
八
重
垣
三
四
六
〇
番
二
地
先
か

ら

旧

八
・
〇
～

二
七
五
・
〇

新
見
市
法
曽
字
佐
中
平
三
四
八
一
番
一
地
先
ま

一
七
・
〇

で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

布
賀
地
頭
線

三

道
路
の
区
域

区

域

新
旧

幅

員

延

長

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

高
梁
市
川
上
町
高
山
字
神
田
五
三
〇
番
一
地
先

新

七
・
六
～

四
三
・
六

二
八
・
〇

高
梁
市
川
上
町
高
山
字
神
田
五
三
〇
番
一
地
先

旧

七
・
六
～

四
三
・
六

一
一
・
〇

平成２８年１２月１６日　岡山県公報　第１１８４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

一
般
国

四
八
二
号

真
庭
市
蒜
山
吉
田
字
ス
リ
バ
チ
五
三
三
番
四
地
先
か

平
成
二
十
八

道

ら

年
十
二
月
十

真
庭
市
蒜
山
吉
田
字
常
藤
森
ノ
元
五
三
四
番
一
を
経

六
日

て真
庭
市
蒜
山
吉
田
字
坊
主
田
四
五
二
番
一
地
先
ま
で

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
字
柳
添
六
九
〇
番
一
一
地
先
か

ら真
庭
市
蒜
山
上
福
田
字
柳
添
六
九
〇
番
二
地
先
ま
で

県
道

北
房
井
倉
哲

新
見
市
法
曽
字
八
重
垣
三
四
六
〇
番
二
地
先
か
ら

西
線

新
見
市
法
曽
字
佐
中
平
三
四
八
一
番
一
地
先
ま
で

布
賀
地
頭
線

高
梁
市
川
上
町
高
山
字
神
田
五
三
〇
番
一
地
先

平成２８年１２月１６日　岡山県公報　第１１８４８号



〔
五
二
三
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
心
の
扉

三

代
表
者
の
氏
名

長
谷
川
香
織

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

総
社
市
泉
一
〇
番
地
一
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は

「
心
の
病
」
を
抱
え
た
当
事
者
、
家
族
、
又
学
校
に
行
か
な
い
子
供
達
と
家
族
に

、

対
し
て
、
生
活
支
援
、
相
談
、
交
流
、
研
修
、
啓
発
活
動
等
の
事
業
を
行
い
、
多
く
の
市
民
の
方
々

、

。

と
共
に
互
い
に
学
び
あ
い

互
い
に
支
え
あ
っ
て
生
き
る
豊
か
な
地
域
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

六

変
更
す
る
事
項

目
的
、
特
定
非
営
利
活
動
の
種
類
及
び
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
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〔
五
二
四
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
サ
イ
ズ

三

代
表
者
の
氏
名

福
田

聖
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
中
区
山
崎
一
四
六
番
地
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

、

、

、

、

こ
の
法
人
は

生
涯
学
習
の
一
環
と
し
て

英
語
に
触
れ
親
し
む
こ
と
で

オ
ー
プ
ン
マ
イ
ン
ド

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
、
地
球
的
視
野
と
感
覚
が
養
わ
れ
る
よ
う
、
伝
え
た
い
気
持
ち
や
わ
か

り
た
い
気
持
ち
を
大
切
に
し
た
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
と
と
も
に
、
こ
の
活
動
を
通
し
て
、
社
会
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
づ
く
り
と
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
の
種
類
及
び
そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地
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〔
五
二
五
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
土
地
改
良
施
設
の
管
理
規
程
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
施
設
の
名
称

西
原
ダ
ム

二

土
地
改
良
施
設
の
管
理
者

勝
英
土
地
改
良
区

三

認
可
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
八
日

四

変
更
の
概
要

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
農
林
水
産
部
耕
地
課
に
備
え
置
い
て

「

縦
覧
に
供
す
る

）
。
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〔
五
二
六
〕
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
生

産
事
業
者
を
次
の
と
お
り
登
録
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

事

業

所

の

生

産

事

業

者

名

称

及

び

登

録

生
産
事
業
の

所

在

地

番

号

氏

名

又

は

内

容

住

所

名

称

美
作

八

竹
本

正
義

真
庭
市
清
谷
九
六
二

幼
苗
の
育
成

竹
本
正
義
苗

－

幼
苗
以
外
の

畑
住
所
地
に

苗
木
育
成

同
じ
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日岡

山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
）

条
例
第
六
条
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
配
偶
者
同
行
休

第
三
条
の
二

業
の
期
間
の
延
長
後
の
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
同
行
休
業
に
係
る
配
偶
者
の
条

例
第
四
条
第
一
号
の
外
国
で
の
勤
務
が
同
日
後
も
引
き
続
く
こ
と
と
な
り
、
及
び
そ
の
引
き
続
く
こ

と
が
当
該
延
長
の
申
請
時
に
は
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る

と
認
め
る
事
情
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日岡

山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
六
十
一
条
第
十
九
項
」
を
「
第
六
十
一
条
第
二
十
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
百
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

岡

本

研

吾

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
一
、
九
八
四

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

（
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規

）

定
す
る
場
合
を
除
く

）

二
九
九
、
八
九
四

。

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が

八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
）選

挙

区

数

選

挙

区

数

岡
山
市
北
区
・
加
賀
郡

八
四
、
一
二
八

高

梁

市

九
、
二
〇
七
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岡

山

市

中

区

三
九
、
六
二
二

新

見

市

八
、
八
九
六

岡

山

市

東

区

二
六
、
七
三
五

備

前

市

・

和

気

郡

一
四
、
五
六
八

岡

山

市

南

区

四
六
、
四
六
三

瀬

戸

内

市

一
〇
、
七
一
〇

倉

敷

市

・

都

窪

郡

一
三
四
、
二
八
九

赤

磐

市

一
二
、
三
五
五

津
山
市
・
苫
田
郡
・

三
七
、
一
二
四

真

庭

市

・

真

庭

郡

一
三
、
六
九
九

勝

田

郡

玉

野

市

一
七
、
六
八
二

美

作

市

・

英

田

郡

八
、
七
一
二

笠

岡

市

一
四
、
四
九
二

浅

口

市

・

浅

口

郡

一
三

、
一
〇
〇

井

原

市

・

小

田

郡

一
六
、
〇
一
九

久

米

郡

五
、
七
八
三

総

社

市

一
八
、
五
一
九
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
百
十
九
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す

る
駐
車
監
視
員
資
格
者
に
係
る
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

講
習
の
日
時
及
び
場
所

区
分

実
施
年
月
日

時

間

実

施

場

所

講
習

平
成
二
十
九
年
二

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
四

岡
山
市
北
区
御
津
中
山
四
四
四
番

月
九
日
及
び
同
月

十
五
分
ま
で

地
三

十
日
の
二
日
間

岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
四
階

小
会
議
室

考
査

平
成
二
十
九
年
二

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
前

月
十
七
日

十
一
時
三
十
分
ま
で

二

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

一
通

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
〇
〇

〇
八
二
四

－

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
駐
車
対
策
室

３

提
出
方
法

２
の
提
出
先
へ
持
参
す
る
こ
と
。

な
お
、
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
は
、
受
講
希
望
者
か
ら
の
委
任
状
（
様
式
は
問
わ
な
い

）
。

を
添
え
る
こ
と
。

４

提
出
期
間

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
五
日
（
水
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び

日
曜
日
を
除
く

）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

。

三

受
講
定
員

二
十
人
。
た
だ
し
、
申
込
順
に
受
け
付
け
、
受
講
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
提
出
期
間
内
で
あ
っ

平成２８年１２月１６日　岡山県公報　第１１８４８号



て
も
受
付
を
締
め
切
る
。

四

受
講
手
数
料

二
万
円
。
受
講
申
込
書
に
岡
山
県
収
入
証
紙
を
貼
付
す
る
こ
と
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
還
付
し
な
い
。

五

修
了
考
査

１

一
の
講
習
の
受
講
を
修
了
し
た
者
を
対
象
に
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。

２

１
の
修
了
考
査
に
合
格
し
た
者
の
み
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
課
程
修
了
者
と
し
、
駐
車
監

視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

六

そ
の
他

１

代
理
受
講
は
認
め
な
い
。

２

受
講
申
込
書
を
受
理
後
、
受
講
日
等
を
指
定
し
た
受
講
票
を
送
付
す
る
。

３

五
の
１
の
修
了
考
査
に
合
格
し
た
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
駐
車
監
視

員
資
格
者
証
を
交
付
し
な
い
。

十
八
歳
未
満
の
者

(1)

成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

(2)

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
道
路
交
通
法
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
罪
を

(3)
犯
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日

か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

集
団
的
に
、
又
は
常
習
的
に
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
国

(4)
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
罪
の
い
ず
れ
か
に
当
た
る
行
為
を

行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
者

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）

(5)
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
同
法
第
十
二
条
の
四
第
二
項
の

指
示
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
命
令
又
は
指
示
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過

し
な
い
も
の

ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者

(6)

心
身
の
障
害
に
よ
り
、
確
認
事
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
又
は
意

(7)
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
返
納
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
返
納
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過

(8)
し
な
い
者
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４

二
の
１
の
受
講
申
込
書
は
、
岡
山
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
駐
車
対
策
室
及
び
県
内
の

各
警
察
署
の
交
通
課
又
は
交
通
第
一
課
の
窓
口
で
、
二
の
４
の
提
出
期
間
内
に
交
付
す
る
。
ま
た
、

岡
山
県
警
察
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
k
e
n
k
e
i
/
k
e
n
k
e
i
.
h
t
m

５

二
の
１
の
受
講
申
込
書
の
提
出
の
際
、
受
講
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
、
郵
便
番
号
等
の
宛
先
を

記
入
し
た
返
信
用
の
封
筒
（
八
十
二
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）
一
枚
を
提
出
す
る
こ
と
。

６

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
駐
車
対
策
室

電
話
番
号

〇
八
六－

二
三
四－
〇
一
一
〇
（
内
線
五
一
四
〇
）
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〔
九
〕
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日
付
け
（
号
外
）
公
布
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

７
級

７
級
及
び
６
級

二
・
三

６
級

５
級

二
・
四

５
級

４
級

二
・
五

平成２８年１２月１６日　岡山県公報　第１１８４８号


